
旅 費 等 支 給 規 程

（総 則）

第１条 この規程は 社団法人日本医療社会事業協会定款施行規則 以下 施行規則という 第２０、 （ 、 。）

条および第９２条の規定に基づき 役員の業務遂行に必要な交通費及び宿泊費等 以下 旅、 （ 「

費等 という および 本会の業務を執行するために必要な旅費等の支給基準を定るもので」 ） 、

す。

２ 旅費等は、原則として当該年度予算の範囲内において支給し、予算を越えるときは予備費

から支給します。

（交通費の支給）

交通費は、自宅または勤務場所所在地から用務先までの合理的な経路に基づき算出した額第 2条

を限度として支給することとし、その支給基準は次条のとおりとします。

（交通費の支給基準）

航空機、JR,地下鉄および路線バス等公共交通機関を利用する場合は、合理的な経路ならび第 3条

に経済的な運賃に基づき算出した料金を限度として支給します。

２ 自家用車を利用した場合は 合理的な経路による往復の距離に基づき次の算式により計算し、

た額を限度として支給します。ただし、同乗した役員等には支給しません。

往復距離（㎞） × １５円

３ タクシー等の営業自動車を利用する場合は 以下の要件に該当する場合にその料金を支給し、

ます。

（１） 用務を果たすための運搬物がある場合

（２） 公共交通機関を利用するよりもタクシーを利用する方が合理的であると判断される場

合

（３） タクシー等を利用して移動することにより時間を短縮することが可能であり 用務処、

理のためタクシー等を利用する緊急性がある場合

（４） 他の交通機関がない場合

４ 請願・アピール活動等のため会員および会員外の者に協力を依頼した場合は 一律１,０００、

円を支給します。

（宿泊費）

宿泊費は以下の金額を限度にその実費を支給します。第 4条

甲地（東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市）

一泊 ８,７００円

乙地（上記以外）

一泊 ７,８００円

（食事代等）

会議等の業務に拘束されている時間帯の食事代は、その会議等の会議費として支給するこ第 5条

とができます。その場合は１食 １,０００円（消費税別）を限度に支給します。

（規定外費用）

この規程に定めるもの以外で支給するのが相当と判断される費用が発生した場合は、常任第 6条

理事会の承認を経たうえで支給することができるものとします。

（変 更）

この規程の変更は、理事会の議決を必要とします。第 7条

附 則

１．この規程は、２００３年２月１６日制定し、同日から施行します。

２．この規程は、２００６年２月１２日一部改正し、２００６年４月１日から施行します。


